
　

八
雲
町
総
合
開
発
委
員
会
は
、

町
長
の
附
属
機
関
と
し
て
、
八
雲

町
の
産
業
経
済
、
福
祉
、
教
育
な

ど
住
民
福
祉
の
向
上
に
資
す
る
各

種
政
策
に
つ
い
て
総
合
的
に
審
議

し
、意
見
を
具
申
す
る
委
員
会
で
す
。

【
日
時
】
2
月
27
日（
金
）

            

午
後
1
時
30
分
〜

【
場
所
】

　

役
場
第
1
会
議
室（
2
階
）

【
内
容
】

・
新
八
雲
町
総
合
計
画
実
施
計
画

（
平
成
27
年
度
〜
29
年
度
）
の
策

定
に
つ
い
て

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

企
画
振
興
課
企
画
係

　

八
雲
町
国
民
健
康
保
険
運
営
協

議
会
は
、
国
民
健
康
保
険
に
関
す

る
事
項
を
審
議
す
る
協
議
会
で

す
。

【
日
時
】
3
月
5
日（
木
）

              

午
後
2
時
〜

【
場
所
】
役
場
議
員
控
室（
3
階
）

【
内
容
】

・
平
成
26
年
度
決
算
に
つ
い
て

・
平
成
27
年
度
予
算
に
つ
い
て

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

住
民
生
活
課
国
民
健
康
保
険
係

　

八
雲
町
介
護
保
険
事
業
運
営
委

員
会
は
、
介
護
保
険
事
業
計
画
の

策
定
、
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
の

指
定
等
に
つ
い
て
八
雲
町
の
介
護

保
険
事
業
の
円
滑
な
運
営
に
向
け

た
検
討
を
行
う
委
員
会
で
す
。

　

八
雲
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
運
営
協
議
会
は
、
地
域
包
括

支
援
セ
ン
タ
ー
の
設
置
・
運
営
等

に
必
要
な
事
項
を
協
議
し
、
適

正
、
公
正
か
つ
中
立
な
運
営
を

図
っ
て
い
る
か
評
価
を
行
う
協
議

会
で
す
。

【
日
時
】
3
月
4
日（
水
）

午
後
１
時
30
分
〜

【
場
所
】
シ
ル
バ
ー
プ
ラ
ザ

第
1
・
2
会
議
室

【
内
容
】

○
八
雲
町
介
護
保
険
事
業
運
営
委

　

員
会

・
八
雲
町
高
齢
者
保
健
福
祉
計
画
、

　

第
6
期
介
護
保
険
事
業
計
画

（
確
定
）に
つ
い
て

・
地
域
密
着
型
サ
ー
ビ
ス
事
業
所

　

指
定
の
更
新
に
つ
い
て

○
八
雲
町
地
域
包
括
支
援
セ
ン

　

タ
ー
運
営
協
議
会

・
介
護
予
防
支
援
業
務
の
委
託
料

　

の
改
正
に
つ
い
て

・
介
護
マ
ー
ク
入
り
名
札
配
布
事

　

業（
仮
称
）の
実
施
に
つ
い
て

・
介
護
予
防
支
援
の
委
託
を
行
っ

　

た
指
定
居
宅
介
護
支
援
事
業
所

　

に
つ
い
て

【
問
い
合
わ
せ
先
】

　

保
健
福
祉
課
介
護
保
険
係

（
シ
ル
バ
ー
プ
ラ
ザ
内
）
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八雲町自治基本
条例第12条の規
定に基づき、
会議を公開で
行います
皆様の傍聴を
お待ちして
います

八
雲
町
総
合
開
発
委
員
会

を
開
催
し
ま
す

八
雲
町
国
民
健
康
保
険
運

営
協
議
会
を
開
催
し
ま
す

八
雲
町
介
護
保
険
事
業
運

営
委
員
会
お
よ
び
八
雲
町

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー

運
営
協
議
会
を
開
催
し
ま

す

　町民の皆様の声を広く聞き、町民主体の自治を実現することを目的に、平成22年4月1日
に八雲町自治基本条例が制定されました。
　このコーナーでは各種審議会などの委員公募や会議の開催案内、パブリックコメント（意見
公募）の実施についてお知らせします。
　詳しくは、各担当課へ問い合わせ頂くか、町ホームページをご覧ください。

八雲町
自治基本条例コーナー

八雲町－自治基本条例・町民参加

八雲町の「まちづくり」に参加しませんか？
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